
○

指
定
射
撃
場
の
指
定
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
三
十
七
年
総
理
府
令
第
四
十
六
号
）
【
第
二
条
関
係
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
設
置
者
の
基
準
）

（
設
置
者
の
基
準
）

第
六
条

法
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
設
置
を
す
る

第
六
条

法
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
設
置
を
す
る

者
（
以
下
「
設
置
者
」
と
い
う
。
）
の
基
準
は
、
当
該
設
置
者
（
法
人
の
場
合

者
（
以
下
「
設
置
者
」
と
い
う
。
）
の
基
準
は
、
当
該
設
置
者
（
法
人
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
）
が
二
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
法
第
五
条

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
）
が
二
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
法
第
五
条

第
一
項
各
号
又
は
法
第
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ

第
一
項
各
号
又
は
法
第
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
管
理
者
の
基
準
）

（
管
理
者
の
基
準
）

第
六
条
の
二

法
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
管
理
を

第
六
条
の
二

法
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
管
理
を

す
る
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

す
る
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

二
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
法
第
五
条
第
一
項
各
号
又
は
法
第
五
条

一

二
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
法
第
五
条
第
一
項
各
号
又
は
法
第
五
条

の
二
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で

の
二
第
二
項
第
二
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）


